
 

 

多久市企業立地奨励条例施行規則をここに公布する。  

 

令和８年３月３１日  

 

多久市長 香  月  正  則    

 

多久市規則第１７号 

 

   多久市企業立地奨励条例施行規則  

 

 多久市企業立地奨励条例施行規則（昭和５３年多久市規則第９号）の全部を

改正する。 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、多久市企業立地奨励条例（令和８年多久市条例第７号。

以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。  

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例に

よる。 

２ 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  

 (１) 常用従業者 新設又は増設される事業所等の常用労働者（当該事業所

等の運営業務の委託を受けた者が雇用する常用労働者を含む。）をいう。  

 (２) 地元常用従業者  前号に規定する者のうち、市内に住所を有する者を

いう。 

（対象事業） 

第３条 条例第２条第１号に規定する事業は、次に掲げるものとする。  

 (１) 農業、林業 

 (２) 製造業 



 

 

 (３) 情報通信業 

 (４) 運輸業、郵便業  

 (５) 卸売業、小売業 

 (６) 宿泊業、飲食サービス業 

 (７) その他市長が特に認める事業 

（課税免除対象者の要件） 

第４条 条例第２条第５号の規則で定める要件は、次の表の事業区分に応じた

ものとする。 

事業区分 設置区分 要件 

農業、林業、製造業、運輸

業、郵便業、卸売業、小売

業、宿泊業、飲食サービス

業、その他市長が特に認め

る事業 

新設 投下固定資産に係る投資額が５，０

００万円以上であり、かつ、地元常用

従業者が３人以上又は常用従業者が１

０人以上であること。  

増設 投下固定資産に係る投資額が１億円

以上であり、かつ、常用従業者が１５

人以上であること。  

情報通信業 新設又は

増設 

常用従業者が２人以上であること。 

（特例対象者の要件） 

第５条 条例第２条第６号の規則で定める要件は、次の表の事業区分に応じた

ものとする。 

事業区分 設置区分 要件 

農業、林業、製造業、運輸

業、郵便業、卸売業、小売

業、宿泊業、飲食サービス

業、その他市長が特に認め

る事業 

新設 投下固定資産に係る投資額が３億円

以上であり、かつ、地元常用従業者が

５人以上又は常用従業者が１５人以上

であること。 

増設 投下固定資産に係る投資額が３億円

以上であり、かつ、常用従業者が３０



 

 

人以上であること。  

情報通信業 新設又は

増設 

地元常用従業者が３人以上であるこ

と。 

 （奨励措置適用事業所等の指定申請） 

第６条 条例第５条第１項の規定による申請書は、奨励措置適用事業所等指定

申請書（様式第１号）によるものとする。  

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。  

 (１) 事業計画書 

(２) その他市長が必要と認める書類 

（指定書の交付） 

第７条 市長は、条例第５条第２項の規定により奨励措置適用事業所等の指定

をしたときは、奨励措置適用事業所等指定書（様式第２号）により通知しな

ければならない。  

（操業支援補助金）  

第８条 条例第９条に規定する操業支援補助金の名称、交付基準及び交付額は、

次の表に定めるとおりとする。  

名称 交付基準及び交付額 

緑地等整備補助金  工場立地法施行規則（昭和４９年大蔵省・厚生省・農林

省・通商産業省・運輸省令第１号）第３条及び第４条に基

づく緑地及び緑地以外の環境施設の整備の初期投資時に要

する費用（他の制度による緑地等整備に関する補助金を受

けた場合は、その交付額を除く。）に２分の１を乗じて得

た額（１，０００円未満の端数があるときは、これを切り

捨てる。） 

上水道給水装置新設

等補助金 

佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例（令和元年佐

賀西部広域水道企業団条例第７号。以下「給水条例」とい

う。）に基づき給水装置の新設又は改造工事を行う場合、

その給水装置工事費及び加入金の合計額に２分の１を乗じ



 

 

て得た額（１，０００円未満の端数があるときは、これを

切り捨てる。） 

下水道排水設備新設

等補助金 

多久市下水道条例（平成１６年多久市条例第１９号）に

基づき排水設備の新設、増設又は改築工事を行う場合、そ

の排水設備工事費及び受益者負担金の合計額に２分の１を

乗じて得た額（１，０００円未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てる。） 

浄化槽設置等補助金 浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第２条第１号に規定

する浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更に

係る工事費に２分の１を乗じて得た額（１，０００円未満の

端数があるときは、これを切り捨てる。）ただし、多久市浄

化槽設置整備事業補助金交付要綱（平成８年多久市訓令第

２号）により、補助金の交付を受けた者は除く。  

機械設備等移転補助

金 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３４１条第４

号に規定する償却資産のうち、法人税法施行令（昭和４０

年政令第９７号）第１３条第３号に掲げる機械及び装置の

分解、梱包、輸送、設置、組立、調整、それに伴う付属設

備その他操業を開始するために必要な費用に２分の１を乗

じて得た額（１，０００円未満の端数があるときは、これ

を切り捨てる。） 

埋蔵文化財発掘調査

費補助金 

文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第９３条に

基づく埋蔵文化財発掘調査を行う場合、その調査に要する

費用に２分の１を乗じて得た額（１，０００円未満の端数

があるときは、これを切り捨てる。） 

用地造成費補助金  用地の造成に係る工事費（道路、排水路、調整池及び擁

壁に係る工事費を含む。）に２分の１を乗じて得た額

（１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨て

る。） 



 

 

（奨励措置の申請手続） 

第９条 条例第１２条の規定による申請書は、固定資産税の課税免除等を受け

ようとする者（以下「課税免除等申請者」という。）にあっては、固定資産

税課税免除等申請書（様式第３号）により、雇用奨励金、用地取得奨励金及

び操業支援補助金（以下「奨励金等」という。）の交付を受けようとする者

（以下「奨励金等申請者」という。）にあっては、奨励金等交付申請書（様

式第３号の２）によるものとする。  

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合

において、申請書の提出期限は、市長が別に定めるものとする。 

(１) 事業計画書 

(２) その他市長が必要と認める書類 

（奨励措置の決定） 

第１０条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書

類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容が適当

と認めるときは、奨励措置の決定をするものとする。  

２ 市長は、前項の決定をしたときは、課税免除等申請者にあっては、固定資

産税課税免除等決定通知書（様式第４号）により、奨励金等申請者にあって

は、奨励金等交付決定通知書（様式第４号の２）により、それぞれ当該申請

者に通知するものとする。  

（変更等の届出手続） 

第１１条 条例第１３条に規定する届出は、次の各号に掲げる様式によるもの

とする。 

(１) 事業内容変更届（様式第５号）  

(２) 事業廃（休）止届（様式第６号）  

 （指定承継届）  

第１２条 条例第１４条に規定する届出は、指定承継届（様式第７号）による

ものとする。 

（実績報告） 



 

 

第１３条 奨励金等申請者は、奨励金等に係る事業が完了したときは、奨励金

等事業実績報告書（様式第８号）に事業の成果を記載した関係書類を添付し

て市長に提出しなければならない。  

（奨励金等の額の確定等） 

第１４条 市長は、前条の規定による報告があったときは、報告書等の書類の

審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る事業の成果が

奨励金等の交付の決定の内容に適合するものであるかを調査し、適合すると

認めたときは、交付すべき奨励金等の額を確定し、奨励金等確定通知書（様

式第９号）により当該奨励金等申請者に通知するものとする。  

（奨励金等の交付） 

第１５条 市長は、前条の規定により確定した奨励金等の額を当該奨励金等に

係る事業の完了後に交付するものとする。  

（交付請求） 

第１６条 奨励金等申請者は、前条の規定により奨励金等の交付を受けようと

するときは、奨励金等交付請求書（様式第１０号）を市長に提出しなければ

ならない。 

（奨励措置の再度の適用） 

第１７条 条例第１５条第１項第２号の規定により奨励措置を停止された者が、

当該奨励措置に係る事業を再開したときは、再開した日から１０日以内に事

業再開届（様式第１１号）を市長に提出し、奨励措置の再度の適用を申し出

ることができる。  

２ 市長は、前項の届出があったときは、当該事業を再開した日から、残存す

る奨励措置を適用するものとする。  

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （多久市企業立地促進特区指定に係る奨励に関する条例施行規則の廃止） 



 

 

２ 多久市企業立地促進特区指定に係る奨励に関する条例施行規則（平成１７

年多久市規則第２３号）は、廃止する。 

 （経過措置） 

３ 条例附則第３項の規定によりなお従前の例によることとされる奨励措置に

ついては、この規則による改正後の多久市企業立地奨励条例施行規則の規定

にかかわらず、なお従前の例による。 



様式第１号（第６条関係） 

 

 

奨励措置適用事業所等指定申請書 

 

 

年  月  日   

 

 

 多久市長    様 

 

 

申請者 住  所 

 氏  名 

 （団体の場合は、団体名及び代表者名） 

電話番号 

（注）法人の場合は、記名押印。法人以外で

も、本人（代表者）が自署しない場合

は、記名押印。 

 

 

 多久市企業立地奨励条例第５条第２項の規定による指定を受けたいので、同条第１項の

規定に基づき、関係書類を添えて申請します。 

 

 



様式第２号（第７条関係） 

 

 

奨励措置適用事業所等指定書 

 

 

多  第  号 

年  月  日   

 

 

         様 

 

 

                          多久市長 

 

 

 

 

年   月   日付けで提出のあった奨励措置適用事業所等指定申請書について、

多久市企業立地奨励条例第５条第２項の規定に基づき指定をしましたので、指定書を交付

します。 

 



様式第３号（第９条関係） 

 

 

固定資産税課税免除等申請書 

 

 

年  月  日   

 

 

 多久市長    様 

 

 

                     

                   申請者 住  所 

 氏  名 

 （団体の場合は、団体名及び代表者名） 

電話番号 

（注）法人の場合は、記名押印。法人以外で

も、本人（代表者）が自署しない場合

は、記名押印。 

 

 

 

 多久市企業立地奨励条例第６条の規定による固定資産税の課税免除等の適用を受けたい

ので、同条例第１２条の規定に基づき、関係書類を添えて申請します。 



様式第３号の２（第９条関係） 

 

 

奨励金等交付申請書 

 

 

年  月  日   

 

 

 多久市長    様 

 

 

                     

                    申請者 住  所 

 氏  名 

  （団体の場合は、団体名及び代表者名） 

電話番号 

（注）法人の場合は、記名押印。法人以外で

も、本人（代表者）が自署しない場合

は、記名押印。 

 

 

 多久市企業立地奨励条例第  条の規定による   奨励（補助）金の交付を受けたいの

で、同条例第１２条の規定に基づき、関係書類を添えて次のとおり申請します。 

 

 

 

 

１ 奨励（補助）金名 

２ 交付申請額         金          円 



様式第４号（第１０条関係） 

 

 

固定資産税課税免除等決定通知書 

 

 

多  第  号 

年  月  日  

 

 

            様 

 

 

多久市長           

 

 

年   月   日付をもって申請のあった固定資産税課税免除等について、多久

市企業立地奨励条例施行規則第１０条第１項の規定に基づき決定をしましたので、同条第

２項の規定により通知します。 

 



様式第４号の２（第１０条関係） 

 

 

奨励金等交付決定通知書 

 

 

多  第  号 

年  月  日  

 

 

            様 

 

 

多久市長           

 

 

年   月   日付をもって申請のあった   奨励（補助）金について、多久

市企業立地奨励条例施行規則第１０条第１項の規定に基づき次のとおり決定をしましたの

で、同条第２項の規定により通知します。 

 

 

 

 

１ 奨励（補助）金名 

２ 奨励金等交付決定金額    金          円 



様式第５号（第１１条関係） 

 

 

事業内容変更届 

 

 

年  月  日   

 

 

 多久市長    様 

 

 

                     

                    申請者 住  所 

 氏  名 

  （団体の場合は、団体名及び代表者名） 

電話番号 

（注）法人の場合は、記名押印。法人以外で

も、本人（代表者）が自署しない場合

は、記名押印。 

 

 

 次のとおり事業内容を変更しましたので、多久市企業立地奨励条例第１３条の規定に基づ

き、関係書類を添えて届け出ます。 

 

 

 

 

１ 指定を受けた年月日及び文書番号 

２ 変更内容 

３ 変更理由 

４ 変更年月日 



様式第６号（第１１条関係） 

 

 

事業廃（休）止届 

 

 

年  月  日   

 

 

 多久市長    様 

 

 

                     

                    申請者 住  所 

 氏  名 

  （団体の場合は、団体名及び代表者名） 

電話番号 

（注）法人の場合は、記名押印。法人以外で

も、本人（代表者）が自署しない場合

は、記名押印。 

 

 

 次のとおり事業を廃（休）止しましたので、多久市企業立地奨励条例第１３条の規定に基

づき、関係書類を添えて届け出ます。 

 

 

 

 

１ 指定を受けた年月日及び文書番号 

２ 事業所等の名及び所在地 

３ 事業種目 

４ 事業廃（休）止年月日 

５ 事業廃（休）した理由 

６ 事業休止の場合は、再開予定年月日 



様式第７号（第１２条関係） 

 

指定承継届 

 

年  月  日   

 

 多久市長    様 

 

                  

                     承継者 住  所 

氏  名 

（団体の場合は、団体名及び代表者名） 

電話番号 

（注）法人の場合は、記名押印。法人以外で

も、本人（代表者）が自署しない場合

は、記名押印。 

 

 

 次のとおり事業を承継しましたので、多久市企業立地奨励条例第１４条第１項の規定に基

づき、関係書類を添えて届け出ます。 

 

 

記 

 

１ 指定を受けた年月日及び文書番号 

２ 承継前の事業所等名及び事業種目 

３ 承継後の事業所等名及び事業種目 

４ 承継の理由 

５ 承継年月日 

６ 承継事業所等の操業開始年月日 



様式第８号（第１３条関係） 

 

 

奨励金等事業実績報告書 

 

 

年  月  日   

 

 

 多久市長    様 

 

 

申請者 住  所 

 氏  名 

  （団体の場合は、団体名及び代表者名） 

電話番号 

（注）法人の場合は、記名押印。法人以外で

も、本人（代表者）が自署しない場合

は、記名押印。 

 

 

年   月   日付多  第  号により奨励（補助）金の交付の決定を受けま

した   奨励金（補助金）について、多久市企業立地奨励条例施行規則第１３条の規定

に基づき、関係書類を添えて報告します。 

 

 

 

 

１ 奨励（補助）金名 

２ 奨励金等交付決定金額   金         円 

３ 実績を証する書類 



様式第９号（第１４条関係） 

 

 

奨励金等確定通知書 

 

多  第  号 

年  月  日  

 

 

            様 

 

 

多久市長           

 

 

年   月   日付の奨励金等事業実績報告書により、   奨励（補助）金の

額を次のとおり確定したので、多久市企業立地奨励条例施行規則第１４条の規定により通

知します。 

 

 

 

 

１ 奨励（補助）金名 

２ 奨励（補助）金確定額    金          円 



様式第１０号（第１６条関係） 

 

 

奨励金等交付請求書 

 

 

年  月  日   

 

 

 多久市長    様 

 

 

                     

                   申請者 住  所 

 氏  名            ㊞ 

 （団体の場合は、団体名及び代表者名） 

電話番号 

 

 

 多久市企業立地奨励条例施行規則第１６条の規定に基づき、次のとおり請求します。 

 

 

 

 

１ 奨励（補助）金名 

２ 交付決定通知          年  月  日  多  第  号 

３ 請求金額                    円 

 （内訳）交付決定金額               円 

     交付確定金額              円 

     交付済金額              円 

     今回請求金額              円 

     未交付金額              円 

４ 振込先 

   金融機関名 

   口 座 番 号 

   口座名義人 



様式第１１号（第１７条関係） 

 

 

事業再開届 

 

 

年  月  日  

 

 

 多久市長    様 

 

 

申請者 住  所 

 氏  名 

 （団体の場合は、団体名及び代表者名） 

電話番号 

（注）法人の場合は、記名押印。法人以外で

も、本人（代表者）が自署しない場合

は、記名押印。 

 

 

 事業休止のため奨励措置の適用が停止されていましたが、次のとおり事業を再開しまし

たので、多久市企業立地奨励条例施行規則第１７条第１項の規定により届け出ます。 

 

 

記 

 

 

１ 指定を受けた年月日及び文書番号 

２ 事業所等の名及び所在地 

３ 事業種目 

４ 事業休止年月日 

５ 奨励措置を停止された年月日 

６ 事業再開年月日 

７ 事業再開の理由 

 


